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京都市産業廃棄物処理指導計画

のこれまでの策定状況とその背景

資料２
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京都市産業廃棄物処理指導計画

① 京都市産業廃棄物処理指導計画

（平成１１年度～平成１５年度）

② 新京都市産業廃棄物処理指導計画

（平成１６年度～平成２２年度）（現行計画）

③ 第３次京都市産業廃棄物処理指導計画 （仮称）

（平成２３年度～）
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市指導計画の背景
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・ 排出事業者が産業廃棄物を事業所外に
保管する際の届出制度を新設

・ 建設工事に伴い生ずる廃棄物について，
元請業者に処理責任を一元化

・ 多量排出事業者の処理計画・実施状況
報告の担保措置の創設

・ 許可の更新期間の特例を創設

・ マニフェスト制度の拡充（最終処分までの
確認等）

・ 多量排出事業者の処理計画・実施状況
報告制度の導入

・ 野外焼却の原則禁止と直罰規定

・ 処理施設設置許可手続きの明確化

（アセスメント制度の導入等）

・ ダイオキシン類対策

（焼却施設の構造・維持管理基準の
見直し等）

・ 普通産廃にもマニフェスト制度導入

・ 不法投棄に対する罰則強化

（50万円→1000万円）

主な法改正内容

・ 不適正処理が依然として多数発覚

・ さらなる排出抑制の要請

・ 優良な廃棄物処理業者の育成の推進要望

・ 循環型社会の形成に関する基本理念を定めた
「循環型社会形成推進基本法」の制定（平成12年）
・ 各種リサイクル法の充実

・ PCB特措法の施行

・ 埋立処分場や焼却施設設置時に係る地域紛争
や不法投棄の多発

・ 大量生産，大量消費社会から排出抑制，再資源
化の進んだ，資源循環型社会への転換

・ 各種リサイクル法制定に向けた動き

主な改正の背景・趣旨

・ 発生抑制と再生利用の推進

・ 資源循環の「環」の拡大

・ 適正処理の推進・不法投棄撲滅

・ 社会意識の高揚

・ 発生抑制と減量化・再資源化の推進

・ 適正処理の推進

・ 処理・処分施設の設置促進

・ 社会意識の高揚

市指導計画


